
経

　

済

　

産

　

業

　

省

２０１９０４１９製局第２号

令 和 元 年

　

５

　

月

　

２

　

３

　

日

一般社団法人日本ジュエリー協会

　

会長

　

殿

経済産業省製造産業局長

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

上記の件について、 警察庁刑事局組織犯罪対策部長から平成３１年４月１９

日付け警察庁丙組組企発第１５９号、 警察庁警備局長から平成３１年４月１９

日付け警察庁丙備企発第１６７号をもって別添のとおり要請がありましたので

お知らせします。
警察庁によると、 当該要請の趣旨は、 外務大臣が平成３１年４月１９日付け

外務省告示第１３８号により、 国家公安委員会委員長が平成３１年４月１９日

付け国家公安委員会告示第１９号によりタリバーン関係者等のリストの改正

第一表） を行ったところ、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 （平成１９

年法律第２２号。 以下、 犯罪収益移転防止法） 第８条に基づく疑わしい取引の

届出義務を徹底されたいというものです。

　

工 ＳＩＬ及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも

留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、 犯

罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。

　

なお、 最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、 タリバーン関係者等との一定の取

引について、 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国

が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法

律第１２４号） 等の規定が遵守されるよう、 貴会会員に対し一層の周知徹底を

お願いいたします。
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御
ｉ
表
）

．
～

１
５

　

９
．

［
略
］

（
別

表
）

１
．

～
１

５
９
．

［
同

左
］

１
６

０
．

サ
イ

フ
・

ア
ル

・
ア

ド
ル

（
別

名
：

総
）
モ

ハ
ン
メ

ド
・

サ
ラ

ー
ハ

ツ
プ

　　　

イ
ー

ン
・

ア
ブ

ド
・

エ
ル

・
ハ

リ
ー

ム
・

ジ
ダ

ン
、

１
９

６
３

年
４

月

　　　

１
１

日
を
こ

エ
ジ

プ
ト

の
Ｍ
ｏ
ｎ
ｕ
ｆ
ｉ
ａ

Ｇ
ｏ
ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｏ
ｒ
ａ
ｔ
ｅ

に
て

出
生
、

エ
ジ

プ

　　　

ト
国

籍
（ｂ）

ム
ハ

マ
ド
・

イ
ブ

ラ
ヒ

ム
・

マ
ッ

カ
ウ

ィ
（
生

年
月

Ｆ Ｉ
：

ａ ）

　　　

１
９

６
０

年
４

月
１

１
日

　

ｂ）
１

９
６

３
年

４
月

１
１

日
。

出
生

地
：
エ

　　　

ジ
プ

ト
。

国
籍
：
エ

ジ
プ

ト
）
（ｃ ）

イ
ブ

ラ
ヒ

ム
・

ア
ル

・
マ

ダ
ニ
（ｄ）

サ

　　　

イ
フ

・
ア

ル
・

ア
ー

デ
ィ

ル
（ｅ ）

セ
イ

フ
・

ア
ル

・
ア

ー
デ

ル

　　　

ｓ
Ａ
Ｙ
Ｆ
－
Ａ
Ｉ

　

Ａ
Ｄ
Ｌ

（ａ，
ｋ，

ａ，
：

（ａ ）
Ｍ
ｏ
ｈ
ａ
ｍ
ｍ
ｅ
ｄ

　

ｓ
ａ
ｌ
ａ
ｈ
ａ
ｌ
ｄ
ｉ
ｎ

　

Ａ
ｂ
ｄ

　

Ｅ
Ｉ

　　　　　　

Ｈ
ａ
ｌ
ｉ
ｍ

Ｚ
ｉ
ｄ
ａ
ｎ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

　

ｌ
Ｉ

　

Ａ
ｐ
ｒ．

１
９
６
３

　

ｉ
ｎ

　

Ｍ
ｏ
ｎ
ｕ
ｆ
ｉ
ａ

　

Ｇ
ｏ
ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｏ
ｒ
ａ
ｔ
ｅ，

　　　

Ｅ
ｇ
ｙ
ｐ
ｔ，

Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ｉ
ｙ
：

Ｅ
ｇ
ｙ
ｐ
ｔ

（ｂ）
Ｍ
ｕ
ｈ
ａ
ｍ
ａ
ｄ

　

工
ｂ
ｒ
ａ
ｈ
ｉ
ｍ

　

Ｍ
ａ
ｋ
ｋ
ａ
ｗ
ｉ

　　　

（ＤＯＢ：
ａ ）

１
Ｉ

　

Ａ
ｐ
ｒ．

１
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６
ｏ

　

ｂ）
１
Ｉ

　

Ａ
ｐ
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１
９
６
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Ｐ
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ｙ
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ｉ
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ｐ
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ｈ
ｉ
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ｌ
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ａ
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ｉ
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ｆ

　

Ａ
Ｉ
－
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Ｓ
ｅ
ｉ
ｆ

ａ
Ｉ

Ａ
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号

：
不
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役
職

：
不

明

　　　

生
年

月
日

：
１

９
６

３
年

４
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１
１

日

　　　

出
生

地
：
Ｍ
ｏ
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ｉ
ａ
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ｖ
ｅ
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ａ
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ｇ
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ｐ
ｔ
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ジ
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番
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Ｉ
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１
６

０
．

モ
ハ

ン
メ

ド
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サ
ラ

ー
ハ

ツ
プ

イ
ー

ン
・

ア
ブ

ド
・

エ
ル

・
ハ

リ
ー

ム
・

ジ
ダ

ン
（
別

名
：
（ａ ）

サ
イ

フ
・

ア
ル

・
ア

ド
ル

、
１

９
６

３
年

４
月

１
１

日
に

エ
ジ

プ
ト

の
Ｍ
ｏ
ｎ
ｕ
ｆ
ｉ
ａ

Ｇ
ｏ
ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｏ
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ａ
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ｅ

に
て

出
生
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エ
ジ

プ

ト
国

籍
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ム
ハ

マ
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ブ

ラ
ヒ

ム
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マ
ッ

カ
ウ

ィ
（
生

年
月

日
：

ａ ）

１
９

６
０

年
４

月
１

１
日

　

ｂ）
１

９
６

３
年

４
月

１
１

日
。

出
生

地
：
エ

ジ
プ

ト
。

国
籍
：
エ

ジ
プ

ト
）
（ｃ ）

イ
ブ

ラ
ヒ

ム
・
ア

ル
・
マ

ダ
ニ
（ｄ）

サ
イ

フ
・

ア
ル

・
ア

ー
デ

ィ
ル
（ｅ ）

セ
イ

フ
・

ア
ル

・
ア

ー
デ

ル

Ｍ
ｏ
ｈ
ａ
皿
ｎｅ

ｄ

　

Ｓ
ａ
ｌ
ａ
ｈ
ａ
ｌ
ｄ
ｉ
ｎ

　

Ａ
ｂ
ｄ

　

Ｅ
Ｉ

　

Ｉ｛ａ
ｌ
ｉ
ｍ

　

Ｚ
ｉ
ｄ
ａ
ｎ
ｅ

　

（ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

ｓ
ｃ
ｒ
Ｉ
ｐ
ｔ
：
０ １

￥
Ｊ

凄
一 １

事
遊
ぶ

ｒ
中

錨
】
）

（ａ，
ｋ，

ａ，
：
（ａ ）

Ｓ
ａ
ｙ
ｆ
‐
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Ｉ

Ａ
ｄ
ｌ

　

，
ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

　

ｌ
Ｉ

　

Ａ
ｐ
ｒ．

１
９
６
３

　

ｉ
ｎ

　

Ｍ
ｏ
ｎ
ｕ
ｆ
ｉ
ａ

　

Ｇ
ｏ
ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｏ
ｒ
ａ
ｔ
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Ｅ
ｇ
ｙ
ｐ
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Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
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ｌ
ｉ
ｔ
ｙ
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Ｅ
ｇ
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ｐ
ｔ

（ｂ ）
Ｍ
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ｍ
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ｄ

　

工
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ｒ
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ｉ
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ｋ
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ＯＢ：
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Ｉ

Ａ
ｐ
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９
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０
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ｐ
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ｂ
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ｈ
ｉ
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９
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９
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Ｎ
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ｉ
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ｉ
ｎ
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ｂ
ａ
ｒ
ｏ
ｋ

（ｅ ）
Ｍ
ｕ
ｈ
ａｎ，ｒｎａ
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ｉ
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ｌ
ｙ
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ｉ
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０
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５
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ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
／
ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
／
ｕ
ｎ
／
４
６
８
１
０
６
５

～
３

６
５
．

［
同
左
］

ヤ
シ

ン
・

シ
ヤ

ワ
ル

（
別

名
：
（ａ ）

サ
リ

ム
・

ヤ
シ

ン
（ｂ）

ヤ
シ

ン
・

マ

フ
ム

ー
ド
・

モ
フ

タ
ル

（ｃ ）
ア

ブ
ド
ゥ

ル
・

ハ
デ

ィ
・

ヤ
シ

ン
（ｄ）

ム

ハ
マ

ド
・

ム
バ

ロ
ク

・ （ｅ ）
ム

ハ
ン

マ
ド
・

シ
ヤ

ワ
ル

（ｆ）
ヤ

シ
ン

・
シ

ャ
ワ

ル
（
以

前
掲

載
の

氏
名
）

（ｇ ）
ア

ブ
・
セ

タ
（ｈ）

マ
フ

ム
ー

ド
（ｉ ）

ア
ブ

・
ム

ア
マ

ル
（
ｊ
）

ム
バ

ロ
ク
）

Ｙ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ｎ

　

Ｓ
Ｙ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｌ

（ａ．
ｋ．

ａ．
（ａ ）

Ｓ
ａ
ｌ
ｉ
ｍ

Ｙ
ａ
ｓ
ｉ
ｎ

（ｂ）
Ｙ
ａ
ｓ
ｉ
ｎ

　

Ｍ
ａ
ｈ
ｍ
ｕ
ｄ

Ｍ
ｏ
ｃ
ｈ
ｔ
ａ
ｒ

　

（ｃ ）
Ａ
ｂ
ｄ
ｕ
Ｉ

　

Ｈ
ａ
ｄ
ｉ

　

Ｙ
ａ
ｓ
ｉ
ｎ

　

（ｄ）
Ｍ
ｕ
ｈ
ａ
ｍ
ａ
ｄ

　

Ｍ
ｕ
ｂ
ａ
ｒ
ｏ
ｋ

（ｅ ）
Ｍ
ｕ
ｈ
ａ
ｍ
ｍ
ａ
ｄ

ｓ
ｙ
ａ
ｗ
ａ
ｌ

（ｆ ）
Ｙ
ａ
ｓ
ｓ
ｉ
ｎ

ｓ
ｙ
ｗ
ａ
ｌ
（ｆ

ｏ
ｒ
ｍ
ｅ
ｒ
ｌ
ｙ

ｌ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｄ

ａ
ｓ ）

１
６

１

３
６

６



（ｇ ）
Ａｂｕ

ｓ
ｅ
ｔ
ａ

（ｈ）
Ｍａ ｈｍｕ

ｄ
（ｉ）

Ａ ｂ
ｕ

Ｍ
ｕ
ａ
ｍ
ａ
ｒ

（ｊ ）
Ｍ
ｕ
ｂ
ａ
ｒ
ｏ
ｋ）

称
号
：
不
明

役
職

：
不
明

生
年

月
日

：
１

９
６

２
年

９
月

３
日

出
生

地
：
Ｍ
ａ
ｋ
ａ
ｓ
ｓ
ａ
ｒ，

ｌ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
ｅ
ｓ
ｉ
ａ

国
籍

：
イ

ン
ド
ネ

シ
ア

旅
券
番

号
：
不
明

Ｉ
Ｄ

番
号
：
不

明

住
所
：
不
明

国
連
制

裁
委
員

会
に
よ

る
指

定
日

：
２

０
０

３
年

９
月

９
日

（
２

０
１

４
年

１
２

月
１

２
日

及
び

２
０

１
９

年
３
月

２
・ ９

細
こ
改
訂
）

そ
の

他
の

情
報

：
お

よ
そ

２
０

０
３
年
１

２
月

時
点
。

国
連

安
全
保

障

理
事

会
決
議

第
１

８
２

２
号

（
２

０
０
８
年
）

に
基
づ
く

見
直

し
は
２

０
１

０
年

５
月

２
５
日
に

終
了

し
た
。

国
連

安
全
保

障
理
事
会

決
議

第

２
２

５
３

号
（
２

０
１

５
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は

２
０

１
９

年
２
月

２
１

日
に

終
了

し
た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事

警
察
機

構
）

・
国
連

安
全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・

リ
ン

　　　　

（ｇ ）
Ａ ｂ

ｕ
ｓｅ ｔ

ａ
（ ｈ）

Ｍａ ｈｍ ｕ
ｄ

（ｉ ）
Ａ ｂｕ

Ｍ
ｕ
ａ
ｍ
ａ
ｒ

（ｊ ）
Ｍ
ｕ
ｂ
ａ
ｒ
ｏ
ｋ）

称
号
：
不
明

役
職
：
不
明

生
年

月
日

：
１９

７２
年
頃

出
生
地
：

不
明

国
籍

：
イ

ン
ド
ネ

シ
ア

旅
券
番

号
：
不
明

　　　　

Ｉ
Ｄ

番
号
：
不
明

住
所

：
不
明

国
連

制
裁

委
員

会
に

よ
る

指
定

日
：
２
０
０３

　

年
９

　

月
９

　

日
（２

０
１４

年
１２

　

月
１ ２

　

日
に

改
訂
）

そ
の

他
の

情
報

：
お

よ
そ

２００３

　

年
１２

　

月
時

点
。

安
全

保
障

理
事

会

決
議

第
１８

２２
号

（２０
０８

年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は

２０１０
年

５
月

２
５

ロ
に

終
了

し
た
。

ク
：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
／
ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
／
ｕ
ｎ
八
４
２
４
７
８
９

３
６

７
．

～
４

Ｏ
２
・

［
略
］

４

　

０

　

３
．

コ
…
ノ
・

ン
く
？

　

ぐ
・

３
６

７
．

～
４

０
２
．

［
同
左
］

４
０

３
．

モ
ハ

ン
マ

ド
・

タ
ー

ヒ
ル

・
ハ

ミ
ー

ド
・

フ
セ

イ
ン

（
別

名
：

ア
ブ

デ

　　　

ル
ハ

ミ
ー

ド
・

ア
ル

・
ク

ル
デ

ィ
）

　　　　

Ｍ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｍ
Ａ
Ｄ

　

Ｔ
Ａ
Ｈ
１
Ｒ

　

Ｈ
ＡＤ

鯛
１
Ｄ

　

Ｈ
Ｕ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
１
Ｎ

（ａ．
ｋ．

ａ．
：

Ａ
ｂ
ｄ
ｅ
ｌ
ｈ
ａ
ｍ
ｉ
ｄ

　

Ａ
１

　　　

Ｋ
ｕ
ｒ
ｄ
ｉ）

モ
ハ

ン
マ

ド
・

タ
ー

ヒ
ル

・
ハ

ー
ミ

ド
・

フ
セ

イ
ン

（
別

名
：

ア
ブ

デ
ル

ハ
ミ

ー
ド
・

ア
ル

・
ク

ル
デ

ィ
）

Ｍ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｍ
Ａ
Ｄ

　

Ｔ
Ａ
日
工
Ｒ

　

Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｍ
Ｉ
Ｄ

　

Ｈ
Ｕ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｉ
Ｎ

（ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：

し
ヰ

』
ｂ

メ
止

ふ
ぬ
． ）

（ａ．
ｋ．

ａ．
：

Ａ
ｂ
ｄ
ｅ
ｌ
ｈ
ａ
ｍ
ｉ
ｄ



Ａ
Ｉ

Ｋ
ｕ
ｒ
ｄ
ｉ）

称
号

：
イ

マ
ー

ム
（ｌｍａｍ ）

役
職

：
不
明

生
年

月
日

：
１

９
７

５
年

１
１

月
１

日

出
生

地
：
Ｐ
ｏ
ｓ
ｈ
ｏ
ｋ，

工
ｒ
ａ
ｑ

国
籍

：
イ

ラ
ク

　

．

旅
券
番

号
：
不
明

称
号

：
イ

マ
ー

ム
（ｌｍａｍ ）

役
職

：
不
明

生
年

月
日

：
１

９
７

５
年

１
１

月
１

日

出
生

地
：
Ｐ
ｏ
ｓ
ｈ
ｏ
ｋ，

ｌ
ｒ
ａ
ｑ

国
籍

；
イ

ラ
ク

旅
券
番

号
：
不

明

Ｉ
Ｄ

番
号
：
不
明

住
所
：

Ｓ
ｕ
ｌ
ａ
ｙ
ｍ
ａ
ｎ
ｉ
ｙ
ａ，

ｌ
ｒ
ａ
ｑ

国
連
制
裁

委
員
会

に
よ
る

指
定
日
：
２

０
０

３
年

１
１

月
１

２
日

（
２

０
０

５
年

９
月

９
日
、

２
０

０
７

年
１

２
月

２
１

日
、

２
０

１
１

年
５

月
１

６
日

及
び

２
０

１
５

年
１

２
月

１
０

織
こ
改
訂
）

そ
の

他
の

情
報

；
母

親
の

名
前

は
Ａ
ｔｔ ｉａ

Ｍ
ｏ
ｈ
ｉ
ｕ
ｄ
ｄ
ｉ
ｎ

Ｔ
ａ
ｈ
ａ。

２
０

０

４
年

１
０

月
１

８
日

に
イ

タ
リ

ア
関
係

当
局

が
国

外
退

去
命

令
を
発

出
。

２
０

０
７

年
９

月
現

在
、

イ
タ

リ
ア

当
局

は
逃

亡
者

と
し

て
取

り

扱
っ

て
い
る
。

安
全
保

障
理
事
会

決
議
１
８

２
２

（
２

０
０
８

年
）

に

基
づ
く

見
直

し
は
２

０
１

０
年

６
月

８
日

に
終

了
し
た
。

Ｉ
Ｄ

番
号
：
不
明

住
所

；
Ｓ
ｕ
ｌ
ａ
ｙ
ｍ
ａ
ｎ
ｉ
ｙ
ａ，

工
ｒ
ａ
ｑ

国
連

制
裁

委
員

会
に
よ
る

指
定
日
：
２

０
０

３
年

１
１

月
１

２
日

（
２

０
０

５
年

９
月

９
日
、

２
０

０
７

年
１

２
月

２
１

日
、

２
０

１
１

年
５

月
１

６
日
、

２
０

１
５

年
１

２
月

１
０

日
及

び
２

０
１

９
年

３
月

２
９

日
に

改
訂
）

そ
の
他
の
情
報

＝
母

親
の

名
前

は
Ａ
ｔｔ ｉａ

Ｍ
ｏ
ｈ
ｉ
ｕ
ｄ
ｄ
ｉ
ｎ

Ｔ
ａ
ｈ
ａ。

２
０

０

４
年

１
０

月
１

８
日

に
イ

タ
リ

ア
関

係
当

局
が

国
外

退
去

命
令

を
発

出
。

２
０

０
７
年
９
月

現
在
、

イ
タ
リ

ア
当

局
は
逃

亡
者
と

し
て

取
り

扱
っ

て
い

る
。

国
連

安
全
保

障
理

事
会

決
議

第
１

８
２

２
号

（
２

０
０

８
年
）

に
基
づ
く

見
直

し
は
２

０
１

０
年

６
月

８
鞘
こ
終

了
し

た
。

国

連
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
２

２
５
３

号
（
２

０
１

５
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は

２
０

１
９

年
２

月
２

１
日
をこ

終
了

し
た
。

同
人

に
対

す
る

イ

ン
タ
ー

ポ
ー
ル

（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）
・
国
連

安
全
保

障
理
事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・

リ
ン

ク
：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
ん）Ｗ

ｗ．
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
／
Ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
／
ｕ
ｎ
／
１
４
２
４
１
０
９

～
５

３
５
．

［
略
］

４

　

０
４

４
０

４
．

～
５

３
５
．

［
同

左
］



５
３

６
．

ア
モ

ー
ル

・
モ

ハ
メ

ド
・

ゲ
デ

ィ
ー

ル
（
別

名
：

簿
）
ア

ブ
デ

ル
ハ

ミ
ド
・

　　　

ア
ブ

ー
・
ゼ

イ
ド
（ｂ）

ユ
ー

セ
フ
・
ア

ー
デ

ル
（ｃ ）

ア
ブ

ー
・
ア

ブ
デ

ッ
ラ

　　　

（ｄ）
ア

ビ
ー

ド
・

ハ
ン

マ
ド
ウ
（
１

９
６

５
年

１
２
月

１
２

日
に

　　　

Ｔ
ｏｕ

ｇ
ｇ
ｏ
ｕ
ｒ
ｔ，

Ｗ
ｉ
ｌ
ａ
ｙ
ａ

（ｐ
ｒ
ｏ
ｖ
ｉ
ｎ
ｃ
ｅ ）

ｏ
ｆ

ｏ
ｕ
ａ
ｒ
ｇ
ｌ
ａ，

Ａ
Ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ

に
お

い

　　　

て
出

生
）
）

　　　　　　

Ａ
Ｍ
Ｏ
Ｒ

Ｍ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｄ

　

Ｇ
Ｈ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｉ
Ｒ

（ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：
考
達

　

ふ
ぬ
一

メ
キ
）
（ａ，

ｋ．
ａ．

：
（ａ ）

Ａ
ｂ
ｄ
ｅ
ｌ
ｈ
ａ
ｍ
ｉ
ｄ

Ａ
ｂ
ｏ
ｕ

　

ｚ
ｅ
ｉ
ｄ

（ｂ）
Ｙ
ｏ
ｕ
ｃ
ｅ
ｆ

　

Ａ
ｄ
ｅ
ｌ

（ｃ ）
Ａ
ｂ
ｏ
ｕ

　

Ａ
ｂ
ｄ
ｅ
ｌ
ｌ
ａ
ｈ

（ｄ）
Ａｂｉ

ｄ

Ｈ
ａ
ｍ
ｍ
ａ
ｄ
ｏ
ｕ，

　

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

　

１
２

　

Ｄ
ｅ
ｃ．

　

１
９
６
５

　

ｉ
ｎ

　

Ｔ
ｏ
ｕ
ｇ
ｇ
ｏ
ｕ
ｒ
ｔ，

　

Ｗ
ｉ
ｌ
ａ
ｙ
ａ

（ｐ
ｒ
ｏ
ｖ
ｉ
ｎ
ｃ
ｅ ）

ｏ
ｆ

ｏ
ｕ
ａ
ｒ
ｇ
ｌ
ａ，

Ａ
Ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ ）

称
号
：
不

明

役
職

：
不

明

生
年

月
日

：
１

９
５

８
年
頃

出
生

地
：
Ｄ
ｅ
ｂ

ｅ
ｂ，

Ａ
ｍ
ｅ
ｎ
ａ
ｓ，

Ｗ
ｉ
ｌ
ａ
ｙ
ａ

（ｐ
ｒ
ｏ
ｖ
ｉ
ｎ
ｃ
ｅ ）

ｏ
ｆ

　

ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
ｚ
ｉ，

Ａ
Ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ

国
籍

：
ア

ル
ジ

ェ
リ

ア

旅
券
番

号
：
不
明

Ｉ
Ｄ

番
号
：
不

明

住
所
：
不
明

国
連
制

裁
委
員

会
に

よ
る

指
定
日

：
２

０
０

８
年

７
月

３
日

（
２

０
１

２
年

５
月

１
０

日
、

１
１

月
１

５
日

及
び

２
０

１
９

年
３
月

２
９

日
に

改
訂
）

そ
の
他
の
情
報
：
イ

ス
ラ
ム
・
マ

グ
レ
ブ
諸
国
の
ア

ル
・
カ

ー
イ

ダ
組
織

（
１

７
３
．

に
指

定
し

た
団

体
）

と
関

係
が

あ
る
。

２
０

０
８

年
６
月

現

５
３

６
ア

モ
ー

ル
・
モ

ハ
メ

ド
・
ゲ

デ
ィ

ー
ル

（
別

名
：
（ａ ）

ア
ブ

デ
ル

ハ
ミ

ド
・

ア
ブ

ー
・

ゼ
イ

ド
（ｂ）

ユ
ー

セ
フ

・
ア

ー
デ

ル
（ｃ ）

ア
ブ

ー
・

ア
ブ

デ
ッ

ラ
（ｄ）

ア
ビ

ー
ド
・

ハ
ン

マ
ド

ウ
（
１

９
６

５
年

１
２
月

１
２

日
に

Ｔ
ｏ
ｕ
ｇ
ｇ
ｏ
ｕ
ｒ
ｔ，

Ｗ
ｉ
ｌ
ａ
ｙ
ａ

（ｐ
ｒ
ｏ
ｖ
ｉ
ｎ
ｃ
ｅ ）

ｏ
ｆ

ｏ
ｕ
ａ
ｒ
ｇ
ｌ
ａ，

Ａ
Ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ

　

に
お

い
て
出
生

）
）
Ａ
Ｍ
Ｏ
Ｒ

　

Ｍ
Ｏ
川
棚
Ｅ
Ｄ

　

Ｇ
Ｈ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｉ
Ｒ

（ａ．
ｋ．

ａ．
：

（ａ ）
Ａ
ｂ
ｄ
ｅ
ｌ
ｈ
ａ
ｍ
ｉ
ｄ

Ａ
ｂ
ｏ
ｕ

　

ｚ
ｅ
ｉ
ｄ

（ｂ ）
Ｙ
ｏ
ｕ
ｃ
ｅ
ｆ

　

Ａ
ｄ
ｅ
ｌ

（ｃ ）
Ａ
ｂ
ｏ
ｕ

　

Ａ
ｂ
ｄ
ｅ
ｌ
ｌ
ａ
ｈ

（ｄ）
Ａ ｂ

ｉｄ

Ｈ
ａ
ｍ
ｍ
ａ
ｄ
ｏ
ｕ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

　

ｏ
ｎ

　

１
２

　

Ｄ
ｅ
ｃ
．

１
９
６
５

　

ｉ
ｎ

　

Ｔ
ｏ
ｕ
ｇ
ｇ
ｏ
ｕ
ｒ
ｔ，

Ｗ
ｉ
ｌ
ａ
ｙ
ａ

（ｐ
ｒ
ｏ
ｖ
ｉ
ｎ
ｃ
ｅ ）

ｏ
ｆ

ｏ
ｕ
ａ
ｒ
ｇ
ｌ
ａ，

Ａ
Ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ ）

称
号
：
不
明

役
職

：
不

明

生
年

月
日

：
１

９
５

８
年
頃

出
生

地
：
Ｄ
ｅ
ｂ
‐
Ｄ
ｅ
ｂ，

Ａ
ｍ
ｅ
ｎ
ａ
ｓ，

Ｗ
ｉ
ｌ
ａ
ｙ
ａ

（ｐ
ｒ
ｏ
ｖ
ｉ
ｎ
ｃ
ｅ ）

ｏ
ｆ

　

ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
ｚ
ｉ，

Ａ
Ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ

国
籍

：
ア

ル
ジ

ェ
リ

ア

旅
券
番

号
：

不
明

Ｉ
Ｄ

番
号
：
不
明

住
所

：
不
明

国
連
制

裁
委
員

会
に
よ
る
指

定
日
：
２

０
０

８
年

７
月

３
日

（
２

０
１

２
年

５
月

１
０

日
及

び
１

１
月

１
５
日

に
改
訂
）

そ
の

他
の

情
報

：
イ

ス
ラ

ム
・

マ
グ

レ
ブ

諸
国

の
ア

ル
・

カ
ー

イ
ダ

組

織
（
１

７
３
．

に
指

定
し

た
団

体
）

と
関

係
が

あ
る
。

２
０

０
８

年
６

月
現

　　　

在
マ

リ
北

部
に

居
住

し
て

い
る
。

母
の

名
前

は
Ｂｅ

ｎａ ｒ
ｏ ｕ ｂ

ａ

Ｂ
ａ
ｃ
ｈ
ｉ
ｒ
ａ。

父
の

名
前

は
Ｍ
ａ
ｂ
ｒ
ｏ
ｕ
ｋ。

同
人

は
、

２
０

０
４

年
に

チ
ャ

ド

に
お

い
て

死
亡

し
た

と
さ

れ
る

Ａ
ｂｉ ｄ

Ｈ
ａ
ｍ
ｍ
ａ
ｄ
ｏ
ｕ

　

の
身

元
を

奪
っ

た
。



在
マ

リ
北

部
に

居
住

し
て

い
る
。

母
の

名
前

は
Ｂ
ｅｎ

ａｒ
ｏｕ ｂａ

Ｂ
ａ
ｃ
ｈ
ｉ
ｒ
ａ。

父
の

名
前

は
Ｍ
ａ ｂｒｏ ｕ ｋ。

同
人

は
、

２
０

０
４

年
に

チ
ャ

ド
に

お
い

て
死

亡
し

た
と

さ
れ

る
Ａｂｉ

ｄ

　

Ｈａ ｍｍ
ａ ｄｏｕ

　

の
身

元
を

奪
っ

た
。

２
０

１
３

年

２
月

２
４
日

時
点

で
死
亡

し
た
と

報
告
さ
れ
て
い
る
。

国
連
安

全
保

障
理

事
会

決
議
第
２

２
５

３
号

（
２

０
１

５
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は

２
０

１

９
年

２
月

２
１

日
に

終
了

し
た
。

同
人

に
対

す
る
イ

ン
タ

ー
ポ

ー
ル

（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国
連
安

全
保

障
理

事
会
特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・

リ
ン

ク
：

　　　　　　

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
Ｗ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ・

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
／
ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
／
ｕ
ｎ
／
１
５
２
９
２
５
９

５
３

７
．

～
６

３
９
‐

［
略
］

６
４

０
．

モ
ハ

メ
ド
・

ラ
フ

ボ
ス

　

御
ｉ
名

：
（ａ ）

モ
ハ

メ
ド
・

エ
ン

ヌ
イ

ニ
（ｂ）

ハ
ツ

５
３

７
．

～
６

３
９
．

［
同
左
］

６
４

０
．

モ
ハ

メ
ド
・

ラ
フ

ボ
ス

（
別

名
：

総
）
モ

ハ
メ

ド
・

エ
ン
ヌ

イ
ニ
（ｂ ）

ノ ・

　　　

ツ
サ

ン
（ｃ ）

ホ
シ

ン
）

　　　

Ｍ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｄ

Ｌ
Ａ
Ｈ
Ｂ
Ｏ
Ｕ
Ｓ

（ａ．
ｋ．

ａ．
：

（ａ ）
Ｍ
ｏ
ｈ
ａ
ｍ
ｅ
ｄ

Ｅ
ｎ
ｎ
ｏ
ｕ
ｉ
ｎ
ｉ

（ｂ ）
Ｈ
ａ
ｓ
ｓ
ａ
ｎ

　　　

（ｃ ）
Ｈ
ｏ
ｃ
ｉ
ｎ
ｅ ）

　　　

称
号

：
不

明

　　　

役
職

：
不

明

　　　

生
年

月
日

：
１

９
７

８
年

　　　

出
生

地
：

マ
リ

　　　

国
籍

：
マ

リ

　　　

旅
券

番
号

：
不

明

　　　

Ｉ
Ｄ

番
号
：
不
明

　　　

住
所

：
マ

リ

　　　

国
連

制
裁

委
員

会
に

よ
る

指
定

日
：

２
０

１
３

年
１

０
月

２
４

日

　　　

そ
の

他
の

情
報

：
西

ア
フ

リ
カ

の
一

神
教

と
聖

戦
集

団
（
６

２
９
．

に

サ
ン
（ｃ ）

ホ
シ

ン
）

Ｍ
Ｏ
鼎
縄
Ｅ
Ｄ

　

Ｌ
Ａ
Ｈ
Ｂ
Ｏ
Ｕ
Ｓ

（ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｌ
ｐ
ｔ
：
が

〆

　

↓－－”
）

（ａ，
ｋ，

ａ，

（ａ ）
Ｍ
ｏ
ｈ
ａ
ｍ
ｅ
ｄ

Ｅ
ｎ
ｎ
ｏ
ｕ
ｉ
ｎ
ｉ

（ｂ ）
Ｈ
ａ
ｓ
ｓ
ａ
ｎ

（ｃ ）
Ｈ
ｏ
ｃ
ｉ
ｎ
ｅ ）

称
号
：
不
明

役
職

：
不
明

生
年

月
日

：
１

９
７

８
年

出
生

地
：

マ
リ

国
籍

：
マ

リ

旅
券
番

号
：
不
明

Ｉ
Ｄ

番
号
：
不
明

住
所

：
マ

リ

国
連
制

裁
委
員
会

に
よ
る

指
定
日
：
２

０
１

３
年

１
０

月
２

４
日
（

２
０

１
９

年
３

月
２

９
日
をこ

改
訂
）



そ
の
他

の
情
報
：
西
ア
フ
リ
カ

の
一
神

教
と

聖
戦
集
団

（
６

２
９
．

に
指

定
し

た
団

体
）

の
メ

ン
バ

ー
。

２
０

１
８

年
２

月
１

４
日

時
点

で
死

亡

指
定

し
た
団

体
）

の
メ

ン
バ
ー

し
て

い
た

と
報

告
さ

れ
て

い
る
。

国
連
安

全
保

障
理

事
会

決
議

第
２

２

５
３

号
（
２

０
１

５
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は

２
０

１
９

年
２
月

２
１

日
に

終
了

し
た
。

同
人

に
対
す

る
イ

ン
タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察

機
構
）

・
国
連

安
全
保

障
理
事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・
リ

ン
ク

：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
／
ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
／
ｕ
ｎ
／
５
７
２
０
１
０
３

～
７

２
３
．

［
略
］

６
４

１
．

～
７

２
３
．

［
同
左
］

７
２

４
，

ヌ
ス

レ
ツ

ト
・

イ
マ

モ
ビ

ツ
チ

（
別

名
：

ヌ
ス

レ
ッ

ト
・

ス
レ

イ
マ

ン
・

　　　

イ
マ

モ
ビ

ッ
チ
）

　　　

Ｎ
Ｕ
Ｓ
Ｒ
Ｅ
Ｔ

工
Ｍ
Ａ
Ｍ
Ｏ
Ｖ
比

（ａ．
ｋ，

ａ，
：

Ｎ
ｕ
ｓ
ｒ
ｅ
ｔ

Ｓ
ｕ
ｌ
ｅ
ｊ
ｍ
ａ
ｎ

工
ｍ
ａ
ｍ
ｏ
ｖ
ｉ
ｃ ）

　　　

称
号

：
不

明

　　　

役
職

：
不

明

　　　

生
年

月
日

：
（ａ ）

１
９

７
１

年
９
月

２
６

日
（ｂ ）

１
９

７
７

年
９
月

　　

２
６
日

　　　

出
生

地
：

不
明

　　　

国
籍

：
ボ

ス
ニ

ア
・

ヘ
ル

ツ
ェ

ゴ
ビ

ナ

　　　

旅
券

番
号
：
（ａ ）

ボ
ス

ニ
ア
・
ヘ

ル
ツ

ェ
ゴ

ビ
ナ

旅
券

番
号

３４ ９
０５４

（ ｂ）

　　　

ボ
ス

ニ
ア

・
ヘ

ル
ツ

ェ
ゴ

ビ
ナ

　　　

旅
券

番
号

３
４
９
０
０
５
４

　　　

１
Ｄ

番
号
・：

不
明

　　　

住
所

：
シ

リ
ア

・
ア

ラ
ブ

共
和

国
（
２

０
１

５
年

９
月

時
点
）

　　　

国
連
制
裁

委
員
会

に
よ
る

指
定
日

：
２

０
１

６
年

２
月

２
９

日

　　　

そ
の

他
の

情
報

：
シ

リ
ア

・
ア

ラ
ブ

共
和

国
に

て
、

レ
バ

ン
ト

の
人

々

６
４

１‐

７
２

４
ヌ

ス
レ

ツ
ト
・
イ

マ
モ

ビ
ツ

チ
御
ｉ
名

：
ヌ

ス
レ

ッ
ト
・

ス
レ
イ

マ
ン

イ
マ

モ
ビ

ッ
チ
）

Ｎ
Ｕ
Ｓ
Ｒ
Ｅ
Ｔ

Ｉ
Ｍ
Ａ
Ｍ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｃ

（ａ，
ｋ，

ａ，
：

Ｎ
ｕ
ｓ
ｒ
ｅ
ｔ

Ｓ
ｕ
ｌ
ｅ
ｊ
ｍ
ａ
ｎ

加
ａ
ｍ
ｏ
ｖ
ｉ
ｃ ）

称
号
：
不
明

役
職

；
不
明

生
年

月
日

：
（ａ ）

１
９

７
１

年
９
月

２
６

日
（ｂ）

１
９

７
７

年
９
月

２

６
日

出
生

地
：
Ｍ
ｉ
ｌ
ｊ
ａ
ｎ
ｏ
ｖ
ｃ
ｉ，

Ｋ
ａ
ｌ
ｅ
ｓ
ｉ
ｊ
ａ

Ｍ
ｕ
ｎ
ｉ
ｃ
ｉ
ｐ
ａ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ，

Ｂ
ｏ
ｓ
ｎ
ｉ
ａ

国
籍

：
ボ

ス
ニ

ア
・

ヘ
ル

ツ
ェ

ゴ
ビ

ナ

旅
券
番

号
：
（ａ ）

ボ
ス

ニ
ア
・
ヘ

ル
ツ
ェ

ゴ
ビ
ナ
旅

券
番

号
３
４９

０５４
（ｂ ）

ボ
ス

ニ
ア

・
ヘ
ル
ツ

ェ
ゴ
ビ
ナ
旅

券
番

号
３
４
９
０
０
５
４

１
Ｄ

番
号

：
不

明

住
所

：
シ

リ
ア

・
ア

ラ
ブ

共
和

国
（
２

０
１

５
年

９
月

時
点
）

国
連
制
裁

委
員
会

に
よ
る

指
定
日

：
２

０
１

６
年

２
月

２
９

日
（
２

０

１
９

年
３
月

２
９
日

に
改
訂
）

そ
の

他
の

情
報
：

シ
リ

ア
・
ア

ラ
ブ

共
和

国
に

て
、

レ
バ

ン
ト
の

人
々

の





０
回

無
冬

鍋
総
Ｄ回

硯
当
鴎
終
盤

＋
中

　

糸
Ｓ

冬
印

回
避
～ト

ロ
Ｋ

‐ Ｌ
暑

ぐ
≦

′

　

冬
印

槌
長

畏
怖

轡
鮎

鰍
懲

灸
檎

製
Ｓ

′

　

回
越

鋤
くロ

琳
針

墜
世

戦
浄
くに

兆
縄
紙

１
１
に
一く

＋
ヤ

中
欝

弾
譜

州
杖

樽
灸

圏
姿

酬
梗

ヤ
縦

回
議
１ト

ロ
Ｋ

ふ
Ｓ

窓
糧

Ｓ
餐

撰
靴

Ｍ
誕

ヤ
普

蚕
鵜

鱈

連
（
汁

後
”

＋
→く

貼
雄

逓
紙

に
１
１
十

図
中
）

紙
川

紙
紙
１
１
轡

Ｓ
懸

優
鷺

禰
で

れ
′

　

碁
Ｓ

～
４８

ぬ
印

帳
ヤ

ｏ

許
後
日１

＋
！

対
日

贋
十

ｍ

１

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号
Ｑ
Ｉ
－

２
（
サ

イ
フ

・
ア

ル
・

ア
ド

ル
（Ｓ

Ａ
Ｙ
Ｆ
‐
Ａ
Ｉ

　

Ａ
Ｄ
Ｌ
）
）

（１ ）
変

更
前

　　

氏
名

　

サ
イ

フ
・

ア
ル

・
ア

ド
ル

（Ｓ
Ａ
Ｙ
Ｆ
－
Ａ
Ｉ

　

Ａ
Ｄ
Ｌ ）

　　

別
名

　

（
ａ ）

モ
ハ

ン
メ

ド
・

サ
ラ

ー
ハ

ッ
デ

ィ
ー

ン
・

ア
ブ

ド
・

エ
ル

・
ハ

リ
ー

ム
・

ジ
ダ

ン
（
Ｍ

ｏ ｈ
ａ

ｍ
ｍ

ｅ
ｄ

　

Ｓ
ａ

　

ｌ
ａ ｈ

ａｌ
ｄ
ｌ

ｎ
Ａ
ｂ
ｄ

Ｅ
Ｉ

　

Ｈ
ａ
ｌ
ｌ
ｍ

ｚ
ｉ
ｄ
ａ
ｎ
）

（
１
９
６
３

年
４

月
１
１

日
に

エ
ジ

プ
ト

の
Ｍ
ｏ
ｎ
ｕ
ｆ
ｉ
ａ

　

Ｇ
ｏ
ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｏ
ｒ
ａ
ｔ
ｅ

に
て

出
生

、

　

エ
ジ

プ
ト

国
籍
）

　

（ ｂ
）

ム
ハ

マ
ド

・
イ

ブ
ラ

ヒ
ム

・
マ

ッ
カ

ウ
ィ

（
Ｍ
ｕ
ｈ
ａ
ｍ
ａ
ｄ

　

ｌ
ｂ
ｒ
ａ
ｈ
ｉ
ｍ

Ｍ
ａ
ｋ
ｋ
ａ
ｗ
ｉ
）

（
生

年
月

　

日
：

ａ ）
１
９
６
０
年

４
月

１
１
日

　

ｂ
）
１
９
６
３
年

４
月

１
１
日
、

出
生

地
：
エ

ジ
プ

ト
、

国
籍

：
エ

ジ
プ

ト
）

（ｃ ）
イ

ブ
ラ

ヒ

　

ム
・

ア
ル

・
マ
ダ

ニ
（
ｌ
ｂ
ｒ
ａ
ｈ
ｉ
ｍ

ａ
ｌ
‐
Ｍ
ａ
ｄ
ａ
ｎ
ｉ
）

　

（
ｄ
）

サ
イ

フ
・

ア
ル

・
ア

ー
デ

ィ
ル

（
Ｓ
ａ
ｉ
ｆ

Ａ
Ｉ
－

‘
Ａ
ｄ
ｉ
ｌ
）

　

（ｅ ）
セ

イ
フ

・
ア

ル
・

ア
ー

デ
ル

（
Ｓ
ｅ
ｉ
ｆ

ａ
Ｉ

Ａ
ｄ
ｅ
ｌ）

　　

生
年

月
日

　

１
９
６
３
年

４
月

１
１
日



　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
１
年

１
月

２
５
日

（２
０
１
０
年
１
２
月

１
６
日
、

２
０
１
３
年

７
月

２
４
日

及
び
２
０
１
７
年

２
月

１５
日

に
改

訂
）

　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

ウ
サ

マ
・

ビ
ン

・
フ

ー
デ

ン
（
死

亡
）

の
警

護
責

任
者
。

安
全

保
障

理
事

会

決
議
１
８
２
２

（２
０
０
８
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
０
年

６
月

１
５
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル

　

（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・

リ
ン

ク
：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ

ｏ

ｌ
．
ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
／
ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
／
ｕ
ｎ
／
４
６
８
１
０
６
５

（２ ）
変

更
後

　　

氏
名

　

モ
ハ

ン
メ

ド
・

サ
ラ

ー
ハ

ッ
デ

ィ
ー

ン
・

ア
ブ

ド
・

エ
ル

・
ハ

リ
ー

ム
・

ジ
ダ

ン
（Ｍ

ｏ
ｈ
ａ
ｍ
ｍ
ｅ
ｄ

　

Ｓ
ａ
ｌ
ａ
ｈ
ａ

　

ｌ
ｄ
ｉ

ｎ
Ａ
ｂ
ｄ

Ｅ
Ｉ

　

Ｈ
ａ
ｌ
ｌ
ｍ

ｚ
ｉ
ｄ
ａ
ｎ
ｅ

（
ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ

も
鮎
Ｊ

－
－
導

α
］
に
）
－

ｋ
Ｍ
）
）

　　

別
名

　

（ａ ）
サ

イ
フ

・
ア

ル
・

ア
ド

ル
（
Ｓ
ａ
ｙ
ｆ
－
Ａ
Ｉ

　

Ａ
ｄ
ｌ）

（
１
９
６
３
年

４
月

１
１
日

に
エ

ジ
プ

ト
の
Ｍ
ｏ
ｎ
ｕ
ｆ
ｉ
ａ

Ｇ
ｏ
ｖ
ｅ
ｒ

ｎ
ｏ
ｒ
ａ
ｔ
ｅ

に
て

出
生

、
エ

ジ
プ

ト
国

籍
）

　

（
ｂ
）

ム
ハ

マ
ド

・
イ

ブ
ラ

ヒ
ム

・
マ

ッ
カ

ウ
ィ

（
Ｍ
ｕ
ｈ
ａ
ｍ
ａ
ｄ

　

工
ｂ
ｒ
ａ
ｈ
ｉ
ｍ

Ｍ

ａ
ｋ
ｋ
ａ
ｗ
ｉ
）

（
生

年
月

日
：

ａ ）
１
９
６
０
年

４
月

１
１
日

　

ｂ）
１
９
６
３
年

４
月

１
１
日
、

出
生

地
：
エ

ジ
プ

ト
、

国
籍

：
エ

ジ
プ

ト
）

　　

（
ｃ
）

イ
ブ

ラ
ヒ

ム
・

ア
ル

・
マ

ダ
ニ

（
ｌ
ｂ
ｒ
ａ
ｈ
ｉ
ｍ

ａ
ｌ
‐
Ｍ
ａ
ｄ
ａ
ｎ
ｉ
）

　

（
ｄ
）

サ
イ

フ
・
・

ア
ル

・
ア

ー
デ

ィ
ル

（
Ｓ
ａ
ｉ
ｆ

Ａ
Ｉ
－

‘
Ａ
ｄ
ｉ
ｌ
）

　

（
ｅ
）

セ
イ

フ
・

ア
ル

・
ア

ー
デ

ル
（
Ｓ
ｅ
ｌ
ｆ

ａ
Ｉ

　

Ａ
ｄ
ｅ
ｌ
）

　

生
年

月
日

　

（ａ ）
１
９
６
３
年

４
月

１
１
日

　

（ｂ ）
１
９
６
０
年

４
月

１
１
日

　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
１
年

１
月

２
５
日

（２
０
１
０
年
１
２
月

１
６
日
、

２
０
１
３
年

７
月

２
４
日
、

２
０
１
７
年

２
月

１
５



　　

日
及

び
２
０
１
９
年

３
月

２
９
日

に
改

訂
）

　　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

ウ
サ

マ
・

ビ
ン

・
フ

ー
デ

ン
（
死

亡
）

の
警

護
責

任
者
。

髪
及

び
目

の
色

は

　

黒
。

写
真

は
イ

ン
タ

ー
ポ

ー
ル

（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
に

含
ま

れ
て

い

　

る
も

の
を

利
用

可
能
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
１
８
２
２
号

（２
０
０
８
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
０
年

６
月

１
５

　　

日
に

終
了

し
た
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
２
２
５
３
号

（２
０
１
５
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年

２
月

２
１
日

に

　

終
了

し
た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）
・

国
連

安
全

保
障

理
事

会
特
別
手
配

書

　

の
ウ

ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ
．
ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
／
ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
／
ｕ
ｎ
／
４
６
８
１
０
６
５

２

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号
Ｑ
Ｉ
－
５
１

（
ヤ

シ
ン

・
シ

ャ
ワ
ル

（Ｙ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ｎ

Ｓ
Ｙ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｌ ）

）

（１ ）
変

更
前

　　

生
年

月
日

　

１
９
７
２
年

頃

　　

出
生

地

　

不
明

　　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
３
年

９
月

９
日

（２
０
１
４
年
１
２
月

１
２
日

に
改

訂
）

　　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

お
よ

そ
２
０
０
３
年
１
２
月

時
点
。

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
１
８
２
２
号

（２
０
０
８
年
）

　

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
０
年
５
月

２
５
日

に
終

了
し

た
。

（２ ）
変

更
後

　　

生
年

月
日

　

１
９
６
２
年

９
月

３
日



　　

出
生

地

　

Ｍ
ａ
ｋ
ａ
ｓ
ｓ
ａ
ｒ
，

ｌ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
ｅ
ｓ
ｉ
ａ

　　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
３
年

９
月

９
日

（２
０
１
４
年
１
２
月

１
２
日

及
び
２
０
１
９
年

３
月

２
９
日

に
改

訂
）

　　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

お
よ

そ
２
０
０
３
年
１
２
月

時
点
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
１
８
２
２
号

（２
０
０
８

　

年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
０
年
５
月

２
５
日

に
終

了
し

た
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
２
２
５
３
号

（２
０
１
５
年
）

　

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年

２
月
２
１
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

　　

・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・

リ
ン

ク
：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ
．
ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
／
ｓ
ｅ
ａ

　

ｒ
ｃ
ｈ
／
ｕ
ｎ
／
１
４
２
４
７
８
９

３

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号
Ｑ
Ｉ
－

７
２

（
モ

ハ
ン

マ
ド

・
タ

ー
ヒ

ル
・

ハ
ミ

ー
ド

・
フ
セ

イ
ン

（Ｍ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｍ
Ａ
Ｄ

Ｔ
Ａ
Ｈ
Ｉ
Ｒ

Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｍ

Ｉ
Ｄ

Ｈ
Ｕ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｉ
Ｎ ）

）

（１ ）
変

更
前

　　　

氏
名

　

モ
ハ

ン
マ

ド
・

タ
ー

ヒ
ル

・
ハ

ミ
ー

ド
・

フ
セ

イ
ン

（
Ｍ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｍ
Ａ
Ｄ

Ｔ
Ａ
Ｈ
Ｉ
Ｒ

Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｍ
Ｉ
Ｄ

Ｈ
Ｕ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｉ
Ｎ
）

　　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
３
年
１
１
月

１
２
日

（２
０
０
５
年

９
月

９
日
、

２
０
０
７
年

１
２
月

２
１
日
、

２
０
１
１
年

５
月

１
６

　

日
及

び
２
０
１
５
年
１
２
月

１
０
日

に
改

訂
）

　　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

母
親

の
名

前
は
Ａ
ｔ
ｔ
ｉ
ａ

Ｍ
ｏ
ｈ
ｉ
ｕ
ｄ
ｄ
ｉ
ｎ

Ｔ
ａ
ｈ
ａ。

２
０
０
４
年

１
０
月

１
８
日

に
イ

タ
リ

ア

　

関
係

当
局

が
国

外
退

去
命

令
を

発
出
。
２
０
０
７
年

９
月

現
在
、

イ
タ

リ
ア

当
局

は
逃

亡
者

と
し

て
取

り
扱

っ
て

い
る
。

　

安
全

保
障

理
事

会
決

議
１
８
２
２

（２
０
０
８
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
０
年

６
月

８
日

に
終

了
し

た
。



（２ ）
変

更
後

　　　

氏
名

　

モ
ハ

ン
マ

ド
・

タ
ー

ヒ
ル

・
ハ

ー
ミ

ド
・

フ
セ

イ
ン

（
Ｍ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｍ
Ａ
Ｄ

　

Ｔ
Ａ
Ｈ
Ｉ
Ｒ

Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｍ
Ｉ
Ｄ

Ｈ
Ｕ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｉ
Ｎ

（
ｏ

ｒｉ
ｇ ｉ

　

ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：

』
ぬ

メ
』

』
）
）

　　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
３
年
１
１
月

１
２
日

（２
０
０
５
年

９
月

９
日
、

２
０
０
７
年

１
２
月

２
１
日
、

２
０
１
１
年

５
月

１
６

　　

日
、

２
０
１
５
年
１
２
月

１
０
日

及
び
２
０
１
９
年

３
月

２
９
日

に
改

訂
）

　　　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

母
親

の
名

前
は
Ａ
ｔ
ｔ
ｉ
ａ

Ｍ
ｏ
ｈ
ｉ
ｕ
ｄ
ｄ
ｉ
ｎ

Ｔ
ａ
ｈ
ａ。

２
０
０
４
年

１
０
月

１
８
日

に
イ

タ
リ

ア

　

関
係

当
局

が
国

外
退

去
命

令
を

発
出
。

２
０
０
７
年

９
月

現
在
、

イ
タ

リ
ア

当
局

は
逃

亡
者

と
し

て
取

り
扱

っ
て

い
る
。

　

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
１
８
２
２
号

（２
０
０
８
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
０
年

６
月

８
日

に
終

了
し

た
。

国
連

　

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
２
２
５
３
号

（２
０
１
５
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年

２
月

２
１
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

　

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・

リ
ン

ク
：
ｈ

　　

ｔ
ｔ
ｐ

ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
／
ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
／
ｕ
ｎ
／
１
４
２
４
１
０
９

４

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号
Ｑ
エ
ー
１
３
７

（
ア

モ
ー

ル
・

モ
ハ

メ
ド

・
ゲ

デ
ィ
ー
ル

（Ａ
Ｍ
Ｏ
Ｒ

Ｍ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｄ

Ｇ
Ｈ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｉ
Ｒ ）

）

（１ ）
変

更
前

　　

氏
名

　

ア
モ

ー
ル

・
モ

ハ
メ

ド
・

ゲ
デ

ィ
ー

ル
（
Ａ
Ｍ
Ｏ
Ｒ

Ｍ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｄ

Ｇ
Ｈ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｉ
Ｒ）

　　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
８
年

７
月

３
日

（２
０
１
２
年

５
月

１
０
日

及
び
１
１
月

１
５
日

に
改

訂
）

　　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

イ
ス

ラ
ム

・
マ

グ
レ

ブ
諸

国
の

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
組

織
（
Ｑ
Ｅ
－

８
）

と
関

係



　　　

が
あ

る
。

２
０
０
８
年

６
月

現
在

マ
リ

北
部

に
居

住
し

て
い

る
。

母
の

名
前

は
Ｂ
ｅ
ｎ
ａ
ｒ
ｏ
ｕ
ｂ
ａ

Ｂ
ａ
ｃ
ｈ
ｉ
ｒ
ａ
。

父
の

名
前

は
Ｍ

　　　

ａ
ｂ
ｒ
ｏ
ｕ
ｋ
。

同
人

は
、

２
０
０
４
年

に
チ

ャ
ド

に
お

い
て

死
亡

し
た

と
さ

れ
る
Ａ
ｂ
ｉ
ｄ

Ｈ
ａ
ｍ
ｍ
ａ
ｄ
ｏ
ｕ

の
身

元
を

奪
っ

た
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

（２ ）
変

更
後

　　　

氏
名

　

ア
モ

ー
ル

・
モ

ハ
メ

ド
・

ゲ
デ

ィ
ー

ル
（
Ａ
Ｍ
Ｏ
Ｒ

Ｍ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｄ

Ｇ
Ｈ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｉ
Ｒ

（
ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：
湯
漣

』
膳
）
）

　　　　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
８
年

７
月

３
日

（２
０
１
２
年

５
月

１
０
日
、

１
１
月

１
５
日

及
び
２
０
１
９
年

３
月

２
９
日

に

　　　

改
訂
）

　　　　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

イ
・
ス

ラ
ム

・
マ

グ
レ

ブ
諸

国
の

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
組

織
（
Ｑ
Ｅ
－

８
）

と
関

係

　　　

が
あ

る
。

２
０
０
８
年

６
月

現
在

マ
リ

北
部

に
居

住
し

て
い

る
。

母
の

名
前

は
Ｂ
ｅ
ｎ
ａ
ｒ
ｏ
ｕ
ｂ
ａ

Ｂ
ａ
ｃ
ｈ
ｉ
ｒ
ａ
。

父
の

名
前

は
Ｍ

　　　

ａ
ｂ
ｒ
ｏ
ｕ
ｋ
。

同
人

は
、

２
０
０
４
年

に
チ

ャ
ド

に
お

い
て

死
亡

し
た

と
さ

れ
る
Ａ
ｂ
ｉ
ｄ

Ｈ
ａ
ｍ
ｍ
ａ
ｄ
ｏ
ｕ

の
身

元
を

奪
っ

た
。

２
０
１

　　　

３
年

２
月

２
４
日

時
点

で
死

亡
し

た
と

報
告

さ
れ

て
い

る
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
２
２
５
３
号

（２
０
１
５
年
）

に

　　　

基
づ

く
見

直
し

は
２
０
１
９
年

２
月

２
１
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

　　　

・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・

リ
ン

ク
：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ
．
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ
．
ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
／
ｓ
ｅ
ａ

　　　

ｒ
ｃ
ｈ
／
ｕ
ｎ
／
１
５
２
９
２
５
９

　

５

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号
Ｑ
Ｉ
－
１
９
２

（
モ
ハ

メ
ド

・
ラ

フ
ボ

ス
（Ｍ

Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｄ

Ｌ
Ａ
Ｈ
Ｂ
Ｏ
Ｕ
Ｓ ）

）

　　

（１ ）
変

更
前

　　　　

氏
名

　

モ
ハ

メ
ド

・
ラ

フ
ボ

ス
（
Ｍ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｄ

Ｌ
Ａ
Ｈ
Ｂ
Ｏ
Ｕ
Ｓ ）



　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
１
３
年
１
０
月

２
４
日

　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

西
ア

フ
リ

カ
の

一
神

教
と

聖
戦

集
団

（Ｑ
Ｅ
－
５
８ ）

の
メ

ン
バ

ー

（２ ）
変

更
後

　

氏
名

　

モ
ハ

メ
ド

・
ラ

フ
ボ

ス
（
Ｍ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｄ

Ｌ
Ａ
Ｈ
Ｂ
Ｏ
Ｕ
Ｓ

（
ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：
ザ

〆
』

）
）

　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
１
３
年
１
０
月

２
４
日

（２
０
１
９
年

３
月

２
９
日

に
改

訂
）

　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

西
ア

フ
リ

カ
の

一
神

教
と

聖
戦

集
団

（Ｑ
Ｅ
－
５
８）

の
メ

ン
バ

ー
。

２
０
１
８
年

２

月
１４

日
時

点
で

死
亡

し
た

と
報

告
さ

れ
て

い
る
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
２２５

３
号

（２０１５
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年

２
月

２
１
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国
連

安
全

保
障

理
事

会
特

別
手

配
書

の
ウ

ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ
．
ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
／
ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
／
ｕ
ｎ

／
５
７
２
０
１
０
３

６

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号
Ｑ
Ｉ
－
２
５
３

（
ヌ

ス
レ

ッ
ト

・
イ

マ
モ

ビ
ツ

チ
（Ｎ

Ｕ
Ｓ
Ｒ
Ｅ
Ｔ

　

Ｉ
Ｍ
Ａ
Ｍ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｃ
）
）

（１ ）
変

更
前

　　

出
生

地

　

不
明

　　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
１
６
年

２
月

２
９
日

　　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

シ
リ

ア
・

ア
ラ

ブ
共

和
国

に
て
、

レ
バ

ン
ト

の
人

々
の

た
め

の
ア

ル
・

ヌ
ス

　

ラ
戦

線
（
Ｑ
Ｅ
－
６
１ ）

と
共

に
戦

闘
に

参
加

し
て

い
る

と
見

ら
れ

て
お

り
、

２
０
１
５
年

４
月

時
点

で
同

団
体

の
指

導
者



で
あ

る
と

報
告

さ
れ

て
い

る
。

（２ ）
変

更
後

　　

出
生

地

　

Ｍ
ｉ
ｌ
ｊ
ａ
ｎ
ｏ
ｖ
ｃ
ｌ
，

Ｋ
ａ
ｌ
ｅ
ｓ
ｉ
ｊ
ａ

Ｍ
ｕ
ｎ
ｉ
ｃ
ｉ
ｐ
ａ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ
，

Ｂ
ｏ
ｓ
ｎ
ｉ
ａ

　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
１
６
年

２
月

２
９
日

（２
０
１
９
年

３
月

２
９
日

に
改

訂
）

　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

シ
リ

ア
・

ア
ラ

ブ
共

和
国

に
て
、

レ
バ

ン
ト

の
人

々
の

た
め

の
ア

ル
・

ヌ
ス

ラ
戦

線
（
Ｑ
Ｅ
－
６
１ ）

と
共

に
戦

闘
に

参
加

し
て

い
る

と
見

ら
れ

て
お

り
、

２
０
１
５
年

４
月

時
点

で
同

団
体

の
指

導
者

で
あ

る
と

報
告

さ
れ

て
い

る
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
２２５３

号
（２０１ ５

年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２０１ ９

年

　

２
月

２
１
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理
事

会

特
別

手
配
書

の
ウ

ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ
．
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ
．
ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ

ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
／
ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
／
ｕ
ｎ
／
５
９
３
０
７
０
２

▲


